
 
 

 
 
○ 「就労条件総合調査」(厚生労働省)によれば、財形貯蓄制度の導入割合は、企業規模が

大きいほど高いが、経年で比較すると、すべての企業規模で導入割合は減少している。 
 

 

1,000人以上 300～999人 100～299人 30～ 99人

平成11年度 91.7 83.9 70.8 56.2

平成16年度 89.0 76.7 63.4 48.6 

平成21年度 82.3 68.4 57.9 40.2
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財形貯蓄制度の導入割合（企業規模別）

「就労条件総合調査」（厚生労働省）

財形貯蓄制度の導入・利用状況 
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1,000人以上 300～999人 100～299人 30～ 99人

一般財形（H11) 36.3 29.3 23.5 24.3

一般財形（H16) 33.2 27.9 21.5 21.4

一般財形（H21) 32.2 23.4 18.3 19.8
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一般財形の契約労働者数割合（企業規模別）

「就労条件総合調査」(厚生労働省)

1,000人以上 300～999人 100～299人 30～ 99人

財形年金（H11) 11 5.9 5.5 8.6

財形年金（H16) 7.8 5.5 5.8 5.2

財形年金（H21) 6.1 4.5 5.3 11.2
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1,000人以上 300～999人 100～299人 30～ 99人

財形住宅（H11) 15.1 6.2 4.7 5.3

財形住宅（H16) 11.8 5.2 3.6 4.7

財形住宅（H21) 9.6 4 3.2 6.8
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財形住宅の契約労働者数割合（企業規模別）

「就労条件総合調査」(厚生労働省)

○ 貯蓄制度を導入している企業について、企業規模別に一般財形、財形年金及び財形

住宅貯蓄の契約労働者数割合を見てみると、企業規模が大きい企業での割合が高い

が、経年で比較すると、財形住宅及び財形年金貯蓄については、30～99人規模の企業

において、平成 16年に比べ平成 21年の割合が高まっている。 

（注）平成 11年、16年の調査対象は「本社の常用労働者が 30人以上の民営企業」であったが、平成 21年の調査対

象は「支社を含めて常用労働者が 30人以上の民営企業」に拡大した。 


	次第
	バインダ1
	バインダ1
	バインダ1
	バインダ1
	バインダ1
	バインダ1
	（資料１）勤生分科会委員名簿
	（資料２）中退部会委員名簿（案）

	特例措置（中退・財形）

	バインダ2
	（資料4）頭紙
	(1)制度概要(H23.10.1版）xls
	概要

	(2)貯蓄残高グラフ
	グラフ

	(4)給付金・基金実績
	給付金

	(6)持家・教育融資実績グラフ
	Sheet1



	（資料４－３）財形貯蓄制度の導入・利用状況棒グラフ横

	バインダ2
	（参考１－①）労働政策審議会令
	（参考１ー②）労働政策審議会運営規程
	（参考１ー③）勤労者生活分科会運営規程


	バインダ2
	（参考２）機構廃止法概要
	スライド番号 1

	（参考３）勤退共機構組織図（Ｈ23.10.01予定）
	23.10.1(予定)組織図 (財形部入り)



	
	グラフ




